
緊急性のない相談などは
こちらを利用して下さい。

※月曜日から金曜日 (祝日、年末年始を除 く 。 )
午前 ９時から午後 ５時まで (通話料は有料です 。 )

港地域

港警察署
広報紙

ここから
読めます

質問や問い合わせは
お近くの警察署へ！

事件・事故にあった、目撃した時は、

迷わずに110番通報して下さい。

しゃーぷ きゅういちいちぜろ

困りごと相談をしたい時は
どうしたら良いの？

R7.No.1

警察官が６つのポイントを
順番にお聞きします。
落ち着いてゆっくりと
お話しください。


